
 

 

 

 

 

旧韮崎市健康ふれあいセンター ゆ～ぷるにらさき 

サ ウ ン デ ィ ン グ 型 市 場 調 査  実 施 要 領 
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１ 調査の目的 

   「旧韮崎市健康ふれあいセンター ゆ～ぷるにらさき」（以下、「ゆ～ぷるにらさき」と

いう。」は、市民の健康と福祉の増進を図るため、平成１０年１０月に開設された保健

休養施設です。 

しかしながら、開業から２７年が経過し、維持管理費用の増大や建物の老朽化等によ

り令和８年３月に用途廃止をいたしました。 

このため、本市では、令和９年４月以降の完全民営化を目指すなかで、条件付きで土

地及び建物の売却や賃貸借などを検討しており、事業者の参入意向の把握及び公募条件

等について客観的な意見をいただくことを目的にサウンディング型市場調査を実施し

ます。 

 

 

２ 対象用地・施設の概要 

所在地 山梨県韮崎市中田町中條１８００番地１ 

建設年月日 平成１０年１０月２日 

建築（整備）費 １，５１５，０００，０００円 

主体施設区分 大分類／中分類 スポーツレクリエーション系施設／保養施設 

施設区分 浴場・風呂場 

敷地面積 ７，５５６．４７㎡ 

構造名 
鉄筋コンクリート一部鉄骨造 

地上２階建て（共通） 

床面積 １，８５５．４６㎡ 

延床面積 

      １Ｆ １，８５０．１８㎡ 

      ２Ｆ   ５７０．８７㎡ 

       計 ２，４２１．０５㎡ 

施設構造 

内湯・露天風呂・サウナ・脱衣室（男女各１）、 

プール２、ジャクジー２、大広間、個室４、 

エントランス、事務室、駐車場 
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設備 

１ 主要設備 

 ⑴ 貯湯槽 

   給湯・配湯槽 

 ⑵ 高圧受電設備 

 ⑶ 自動火災報知設備 

 ⑷ 館内放送設備 

２ 附帯設備 

 ⑴ 大浴場 

 ⑵ プール 

 ⑶ サウナ 

 ⑷ 広間 

 ⑸ 個室 

主体施設の経過年数 ２７年６カ月（Ｒ８．４.１現在） 

主体施設の耐用年数 ４７年 

主体施設の老朽化率 ５８．５１％ 

駐車可能台数 ７９台 

大規模改修 未実施 

 

温泉分析 

温度 ４４．５℃ 

湧出量 ２００ℓ／分（動力揚湯） 

知覚的試験 無色透明・弱硫化水素臭・微苦味 

泉質 
ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 

（低張性-弱アルカリ性-高温泉） 

 

施設内容 

名称 数量 定員 延床面積 

公衆浴場 ２室 －  ３０１．８９㎡  

ウォーターガーデン １室 －  ３８８．４１㎡  

大広間 １室 １８０人  １２３．１２㎡  

休養室 ４室 ８０人  １２１．４４㎡  
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入館者数（過去５年間：令和３年度～令和７年度） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

６９，８９９人 ８０，７１８人 ８７，２９９人 ８９，６４５人 ９０，１８５人 

 

修繕実績 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

５件 ８件 ５件 ４件 ０件 

１４，５２０千円 ６３，５２８千円 ３０，６１３千円 １４，５８９千円 ０千円 

 

 

大規模改修の概算費用 ６９０，０００，０００円 

  大規模改修費用の試算は、特定の会社によるものではなく、市で試算したものであり

ます。 

  算出方法につきましては、国土交通省からの通知や関係機関の報告に基づくものであ

り、試算には工事費だけでなく、設計費、監理費、調査費など、改修に必要な付加的経

費も含めて総額を算出しております。 

 

その他 

 ⑴ 主な周辺施設 

  ① ＜市施設＞ 

   ・ 道の駅にらさき 

   ・ 塩川ふれあい公園 

  ② ＜民間施設＞ 

   ・ ＪＡ梨北よってけし（農産物直売所） 

   ・ マイルストーン（洋食屋） 

   ・ 金精軒 韮崎店（和菓子） 

   ・ ファミリーロッジ旅籠屋・韮崎店（宿泊） 

 

 ⑵ 周辺道路の状況 

  ・ 国道１４１号線 幅員：１３．０ｍ 

  ・ 国道１４１号線上で、「道の駅にらさき」と接続する市道（中田）５３号線（歩道

橋部分）幅員：３.０ｍ 

 

 ⑶ 公共交通の状況 

  ① 路線バス利用の場合 

    山梨交通（韮崎駅～増富温泉郷） 

   ・ 増富温泉郷 行き １日１０便（うち、土曜休日運休３便） 

   ・ 韮崎駅   行き １日 ９便（うち、土曜休日運休２便） 
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  ② 自動車利用の場合 

    中央自動車道 

     韮崎インターチェンジより、国道１４１号線にて 約１０分 

  ③ 電車利用の場合 

    ＪＲ中央本線 

     韮崎駅より、増富温泉郷行き、ゆ～ぷるにらさき下車 約１０分 

     新府駅より、１．８ｋｍ 徒歩 約３０分 

 

 

３ スケジュール 

実施方針の公表 令和８年５月 １日（金） 

現地見学会・説明会の参加申込期限 令和８年６月 １日（月） 

現地見学会・説明会の開催 令和８年６月２２日（月）～２６日（金） 

サウンディング参加申込期限 令和８年７月１０日（金） 

サウンディング実施日の連絡 令和８年７月１７日（金） 

サウンディング型市場調査提案書の提出 令和８年７月３１日（金） 

サウンディングの実施 令和８年８月２０日（木）～２６日（水） 

実施結果概要の公表 令和８年９月 

 

 

４ サウンディングの内容 

 ⑴ サウンディングの対象事業者 

    「ゆ～ぷるにらさき」の利活用の事業主体となる意向を示し、売却や賃貸借などへ

の公募の参加に関心のある法人又は法人グループで、事業の実施に必要な知識、経験、

資格、技術力、資金並びに社会的信用を備えていること。 

    ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。 

  ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

  ② 精神の機能の障害により契約を締結するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者 

  ③ 韮崎市に納付すべき市税等を滞納している者 

  ④ 韮崎市一般競争入札事務取扱要綱（令和２年３月３１日韮崎市告示第５７号）第４

条第１項各号の要件を満たしていない者 

  ⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号又は第６号に該当する者 

  ⑥ 普通財産の土地等を公序良俗に反する目的に使用しようとする者 

  ⑦ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の３第１項に規定する公有財産

に関する事務に従事する職員 
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  ⑧ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者 

 

 ⑵ サウンディングの項目 

  ① 事業アイディアに関する提案 

   ・ 実施する事業の内容、整備する施設の内容等に関する提案 

   ・ 事業方式に関する提案 

   ・ 地域貢献、環境対策を踏まえた提案 

  ② 事業の対象範囲、事業期間等の諸案件に関する提案 

  ③ 検討していただきたい事項 

   ・ 温泉施設として利用できる可能性 

   ・ 災害時の避難所としての活用に関する市との協定締結の可能性 

 

 

５ サウンディングの手続き 

 ⑴ 現地見学会・説明会について 

    現地見学会・説明会の参加を希望する場合は、別紙１の申込書に必要事項を記入

し、件名を【現地見学会・説明会参加申込】として、申込先へ電子メールにて御提

出ください。 

  ① 参加申込受付期間 

     令和８年 ５月 １日（金）～６月 １日（月）１７時まで 

  ② 申込先 

     韮崎市 商工観光課 商工観光担当 

     shoukou@city.nirasaki.lg.jp 

  ③ 現地見学会・説明会の日時の連絡 

     現地見学会・説明会の参加申込をいただいた事業者の担当者あてに、実施日時

及び場所を電子メールにて御連絡します。 

     希望に沿えない場合もありますので、予め御了承ください。 

 

 ⑵ サウンディングの参加申し込み 

    サウンディングの参加を希望する場合は、別紙２のサウンディング型市場調査提案

書に必要事項を記入し、件名を【サウンディング参加申込】として、申込先へ電子メ

ールにて御提出ください。 

    なお、必要に応じて写真や図面資料等を別途提出することを可能とします。 

  ① 参加申込受付期間 

     令和８年 ５月１日(金) ～ ７月１０日(金)１７時まで 

  ② 申込先 

     韮崎市 商工観光課 商工観光担当 

     shoukou@city.nirasaki.lg.jp 

  ③ サウンディングの日時の連絡 

     サウンディングへの参加申込をいただいた事業者の担当者あてに、実施日時及

び場所を電子メールにて御連絡します。 

mailto:shoukou@city.nirasaki.lg.jp
mailto:shoukou@city.nirasaki.lg.jp
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     希望に沿えない場合もありますので、予め御了承ください。 

 

 ⑶ サウンディングの実施 

  ① 実施期間 

    令和８年８月２０日（木）～８月２６日（水） 

    午前１０時～午後５時 

  ② 所要時間 

     １時間程度 

  ③ 場所 

     韮崎市役所 

  ④ その他 

     サウンディングは参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行い

ます。 

 

 ⑷ サウンディング結果の公表 

    サウンディングの実施結果について、概要の公表を予定しています。 

    なお、参加事業者の名称は公表しません。 

    また、参加事業者のノウハウに配慮し、公表にあたっては、事前に参加事業者へ

の内容の確認を行います。 

 

 

６ 留意事項 

 ⑴ 参加事業者の取扱い 

    サウンディングの参加実績を事業者公募における評価の対象とすることがありま

す。 

 

 ⑵ 費用負担 

    サウンディングへの参加に要する費用は、参加事業者の負担とします。 

 

 ⑶ 追加対話への協力 

    本サウンディング終了後も、必要に応じて追加の対話を実施させていただくこと

がありますので、その際にはご協力をお願いいたします。 

 

 

７ 問い合わせ先 

 韮崎市 商工観光課 商工観光担当 

 電話番号：0551-45-9158 

 メールアドレス：shoukou＠city.nirasaki.lg.jp 
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別紙１ 

現地見学会・説明会 申込書 

年  月  日 

法人等名称 

（グループの場合

は代表構成団体） 

 

代表者職・氏名  

所在地  

連絡先等 

部署名  

担当者名  

連絡先  

 TEL ：  

 FAX ：  

 E-mail ：  

参加者 

法人等名称 所属部署名 参加者氏名 

   

   

   

希望日時 

６月２２日（月） 午前・午後 

６月２３日（火） 午前・午後 

６月２４日（水） 午前・午後 

６月２５日（木） 午前・午後 

６月２６日（金） 午前・午後 

備考 

現地説明会に関する質問等がございましたら、ご記入ください。 
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別紙２ 

サウンディング型市場調査 

年  月  日 

法人等名称 

（グループの場合

は代表構成団体） 

 

代表者職・氏名  

所在地  

連絡先等 

部署名  

担当者名  

連絡先  

 TEL ：  

 FAX ：  

 E-mail ：  

参加者 

法人等名称 所属部署名 参加者氏名 

   

   

   

希望日時 

８月２０日（木） 午前・午後 

８月２１日（金） 午前・午後 

８月２４日（月） 午前・午後 

８月２５日（火） 午前・午後 

８月２６日（水） 午前・午後 

提案の概要 

提案の概要やコンセプトなど、ご記入ください。 
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